
口頭により開示請求をすることができる保有個人情

報の告示について

１ 目的

「口頭により開示請求をすることができる保有個人情報（令和２年宮崎

県教育委員会告示第１号 」を廃止し、別紙により新たに定める。）

２ 内容

宮崎県教育委員会学芸員採用選考試験の総合順位について、口頭により

開示請求をすることができるように改める。

議題第１３号



宮 崎 県 教 育 委 員 会 告 示 第 ○ 号

宮 崎 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 1 4年 宮 崎 県 条 例 第 4 1号 ） 第 2 6条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 、 口 頭 に よ り 開 示 請 求 を す る こ と が で き る 保 有 個

人 情 報 を 次 の と お り 定 め た 。

な お 、 口 頭 に よ り 開 示 請 求 を す る こ と が で き る 保 有 個 人 情 報 （ 令

和 ２ 年 宮 崎 県 教 育 委 員 会 告 示 第 １ 号 ） は 廃 止 す る 。

令 和 ３ 年 ８ 月 日

宮 崎 県 教 育 委 員 会 教 育 長 黒 木 淳 一 郎

口 頭 に よ り 開 示 請 求 を す る こ と が で 口 頭 に よ り 口 頭 に よ り

き る 保 有 個 人 情 報 の 内 容 開 示 請 求 を 開 示 請 求 を

す る こ と が す る こ と が

試 験 の 名 称 開 示 す る 内 容 で き る 期 間 で き る 場 所

宮 崎 県 教 育 委 員 総 合 順 位 （ 第 １ 次 試 験 結 果 を 宮 崎 県 教 育

会 埋 蔵 文 化 財 専 試 験 の 結 果 に つ い 発 送 し た 日 庁 教 育 政 策

門 職 員 採 用 選 考 て は 不 合 格 者 に 係 か ら 起 算 し 課

試 験 る も の に 限 る 。 て １ 月 間）

宮 崎 県 教 育 委 員

会 学 芸 員 採 用 選 同 上 同 上 同 上

考 試 験

宮 崎 県 立 高 等 学 推 薦 ・ 連 携 型 入 学 合 格 発 表 の 受 検 者 が 受

校 入 学 者 選 抜 者 選 抜 及 び 一 般 入 日 か ら 起 算 検 し た 県 立

学 者 選 抜 に お け る し て １ 月 間 学 校

学 力 検 査 の 教 科 別

得 点 （ 各 教 科 で 傾

斜 配 点 を 実 施 す る

学 校 に お い て は 、



傾 斜 配 点 し た 点 数

） 及 び 合 計 点

宮 崎 県 立 五 ヶ 瀬 作 文 及 び 適 正 検 査 入 学 者 選 抜 受 検 者 が 志

中 等 教 育 学 校 、 の 結 果 検 査 結 果 通 願 し た 県 立

宮 崎 県 立 宮 崎 西 知 投 函 の 日 学 校

高 等 学 校 附 属 中 の 翌 々 日 か

学 校 及 び 宮 崎 県 ら 当 該 結 果

立 都 城 泉 ヶ 丘 高 通 知 の 投 函

等 学 校 附 属 中 学 の 日 の 属 す

校 入 学 者 選 抜 る 年 の ３ 月

3 1日 ま で

宮 崎 県 公 立 学 校 第 １ 次 試 験 及 び 第 試 験 結 果 を 宮 崎 県 教 育

教 員 採 用 選 考 試 ２ 次 試 験 に つ い て 発 送 し た 日 庁 教 職 員 課

験 の 総 合 ラ ン ク 、 得 か ら 起 算 し

点 及 び 評 価 （ い ず て １ 月 間

れ も 不 合 格 者 に 係

）る も の に 限 る 。

宮 崎 県 公 立 学 校

実 習 助 手 採 用 選 同 上 同 上 同 上

考 試 験

会 計 年 度 任 用 職 総 合 得 点 及 び 総 合 選 考 結 果 を 選 考 採 用 試

員 選 考 採 用 試 験 順 位 通 知 し た 日 験 を 実 施 し

か ら 起 算 し た 各 所 属

て １ 月 間


